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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本明細書に記載の発明。
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　この要旨は、以下の発明の詳細な説明で更に記載される概念の単純化された形態におけ
る選択を紹介するために提供される。この要旨は、主張される主題の主要な特徴または本
質的な特性を特定することを意図しておらず、主張される主題の範囲を限定するために用
いられることを意図していない。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
被験者からの体液サンプルと使用する方法であって、以下を含む方法：
複数のサンプル容器を第一の位置から第二の位置へ輸送することであって、前記サンプル
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容器のそれぞれが、約５００μＬ以下であるが、約３０μＬを超える体液サンプルを含み
、サンプル容器のそれぞれの内容積が約６００μＬ以下であり、
第一の処理されたサンプルを形成するために体液サンプルを、少なくとも約１４００ｇ以
上の第一の加速された沈降力に付すこと；
最初に処理されたサンプルを第一の位置から第二の位置へ輸送すること；および
第一の処理されたサンプルを、第二の場所において、約１０ｇを超えるが約５００ｇは超
えない第二の加速された沈降力に付すこと。
（項目２）
前記第一の処理されたサンプルが、第一の抗凝血剤を含む、項目１の方法。
（項目３）
前記第一の処理されたサンプルが、ヘパリンに基づく抗凝結剤を含む、項目１の方法。
（項目４）
前記第一の処理されたサンプルが、形成された血液成分部分からの分離ゲルにより分離さ
れた血漿部分を含む、項目１の方法。
（項目５）
前記第二の処理されたサンプルが、前記形成された血液成分部分から前記血漿部分への電
解質の分離ゲルの通過を推し進めない、項目１の方法。
（項目６）
前記第二の処理されたサンプルが、前記形成された血液成分部分から前記血漿部分への液
体の分離ゲルの通過を推し進めない、項目１の方法。
（項目７）
前記第一の加速された沈降力が遠心分離を介して提供される、項目１の方法。
（項目８）
前記第二の加速された沈降力が遠心分離を介して提供される、項目１の方法。
（項目９）
複数のサンプルが、第一の位置から第二の位置へ輸送され、前記サンプルのそれぞれが、
独立した基盤で第一の加速された沈降を受け、および前記複数のサンプルが、第二の加速
された沈降を、グループとして同時に受ける、項目１の方法。
（項目１０）
サンプル容器中の複数のサンプル第一の位置から第二の位置へ輸送され、独立した基盤で
第一の加速された沈降を受け、および前記複数のサンプルが、第二の加速された沈降を、
グループとして単独のトレー中で同時に受ける、項目１の方法。
（項目１１）
複数のサンプル容器中のそれぞれ１つの中に入った複数のサンプルが、第一の位置から第
二の位置へ輸送され、前記サンプルのそれぞれが独立した基盤で第一の加速された沈降を
受け、および前記複数のサンプルが、第二の加速された沈降を、グループとして少なくと
も１つのの遠心分離機トレー中で同時に受ける、項目１の方法。
（項目１２）
前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約６０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１３）
前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約５０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１４）
前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約４０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１５）
前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約３０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１６）
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前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約２０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１７）
前記サンプルを含む容器のそれぞれの中のサンプルの周りの死容積が約１０μＬ以下であ
る、項目１１の方法。
（項目１８）
前記複数のサンプル容器ＩＤを同時にスキャニングすることにより、サンプル容器からデ
ータを取得することを更に含む、項目１１の方法。
（項目１９）
前記容器が輸送フレーム中にある間に前記スキャニングが生じる、項目１８の方法。
（項目２０）
前記スキャニングが、前記輸送容器の下側の表面をスキャニングすることを含む、項目１
８の方法。
（項目２１）
前記サンプル容器の少なくともいくつかが、第一の抗凝固剤を有するサンプルを含み、お
よび前記サンプル容器の少なくともいくつかが、第二の、異なる抗凝結剤を含む、項目１
の方法。
（項目２２）
被験者から毛細血管血を採集することを含み、前記血液は複数の器の中に採集されるが、
器ごとに５００マイクロリットル未満であるが、器ごとに少なくとも約１０マイクロリッ
トルを超える方法。
（項目２３）
被験者から毛細血管血を採集することを含み、前記血液は複数の器の中に採集されるが、
器ごとに４００マイクロリットル未満であるが、器ごとに少なくとも約１０マイクロリッ
トルを超える方法。
（項目２４）
被験者から毛細血管血を採集することを含み、前記血液は複数の器の中に採集されるが、
器ごとに３００マイクロリットル未満であるが、器ごとに少なくとも約１０マイクロリッ
トルを超える方法。
（項目２５）
被験者から毛細血管血を採集することを含み、前記血液は複数の器の中に採集されるが、
器ごとに２００マイクロリットル未満であるが、器ごとに少なくとも約１０マイクロリッ
トルを超える方法。
（項目２６）
被験者から毛細血管血を採集することを含み、前記血液は複数の器の中に採集されるが、
器ごとに１００マイクロリットル未満であるが、器ごとに少なくとも約１０マイクロリッ
トルを超える方法。
（項目２７）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含む方法。
（項目２８）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１５００ｇで、および前記第二の場所におい
て、４００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含む方法。
（項目２９）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１４００ｇで、および前記第二の場所におい
て、５００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含む方法。
（項目３０）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１５００ｇで、および前記第二の場所におい
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て、４００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含み、前記サンプル
が約５０～約２００マイクロリットルである方法。
（項目３１）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１５００ｇで、および前記第二の場所におい
て、４００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含み、前記サンプル
が約５０～約３００マイクロリットルである方法。
（項目３２）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１５００ｇで、および前記第二の場所におい
て、４００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含み、前記サンプル
が約２０～約１８０マイクロリットルである方法。
（項目３３）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１５００ｇで、および前記第二の場所におい
て、４００ｇ未満であるが１０ｇを超える、遠心分離にかけることを含み、前記サンプル
が約２０～約１８０マイクロリットルであり、前記サンプルを満たしたときに、５～３０
マイクロリットル死容積を有する器中にある方法。
（項目３４）
輸送容器を含む機器。
（項目３５）
液体中の流体サンプルを、第一の位置から第二の位置へ輸送することを含み、前記サンプ
ルを、前記第一の場所において、少なくとも１４００ｇで、および前記第二の場所におい
て、５００ｇ未満で、遠心分離にかけることを含む方法。
（項目３６）
輸送容器を含む機器。
（項目３７）
サンプル収集機器を含む機器。
（項目３８）
サンプルのための少なくとも所望のサンプル希釈および少なくとも所望の数の等分を決定
するためにプログラムされたプロセッサを含むシステム。
（項目３９）
上記の任意の項目からの少なくとも１つの技術的特徴を含む方法。
（項目４０）
上記の任意の項目からの任意の２つの技術的特徴を含む方法。
（項目４１）
上記の任意の項目からの少なくとも１つの技術的特徴を含む機器。
（項目４２）
上記の任意の項目からの任意の２つの技術的特徴を含む機器。
（項目４３）
上記の任意の項目からの少なくとも１つの技術的特徴を含むシステム。
（項目４４）
上記の任意の項目からの任意の２つの技術的特徴を含むシステム。
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